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付属書２ 

 

「専利行政法執行弁法」の改正に関する説明 

 

一．改正背景 

 現行「専利行政法執行弁法」（以下、「法執行弁法」という）は、２０１１年２月か

ら正式施行されたものである。法執行弁法の施行は、専利行政法執行行為の規範化、

専利権者と社会公衆の合法的権益の保護、そして社会主義市場経済秩序の維持のため

に、積極的な役割を果たしてきた。 

中国経済社会の急速な発展に伴って、技術の進歩と市場競争の激化により、専利保

護事業に新たな状況、新たな課題をもたらしている。「知的財産権侵害及び模倣品・

粗悪品の製造・販売の摘発に関する特別プロジェクト活動」及び人民代表大会常務委

員会による専利法執行検査において、中国の現時点での専利保護の不足、専利行政法

執行のさらなる強化の必要性について確認した。仮想経済の発展と電子商取引の台頭

に伴い、いかにインターネット上の専利を保護するかという問題を解決するか、社会

の注目を集めている。同時に、「法による国家統制の全面的推進における若干重大問

題についての中国共産党中央の決定」（以下、「決定」という）は、「法による行政を

深く推進し、法治政府の構築を加速しなければならない」ことを明らかにし、「法執

行官の職業技能証書取得と資格管理制度を厳格に実行すること」や「行政法執行責任

制を全面的に実行すること」など具体的な要求を提出した。 

党中央、国務院による関連文書の精神を貫徹し、中国の専利保護実務における際立

った問題を解決し、専利行政法執行行為を一層規範化するために、法執行弁法を適時

に調整し、焦点を絞った改正を行わなければならない。立法後の効果予測を第三者に

依頼した上で、関連部門と相談しながら、当局は「専利行政法執行弁法改正草案」（意

見募集稿）を作成した。ここに、社会から意見を募集する。 

注意すべきは、専利権の集団的侵害、繰り返し侵害など深刻な問題を解決するには、

専利法と実施細則の改正が必要である。今回の改正はあくまでも法執行弁法に対する

一部改正であって、実務問題の解決や中央からの最新指示の貫徹を目的としたもので

ある。 

 

二．主要な改正内容 

（一）法治原則を貫徹し、「法による行政」との趣旨を強調する 

 「決定」は「法による行政」の強化について明確な要求を提出した。専利行政法執
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行行為は専利権者の合法的権益と市場経済秩序の維持に係わるもので、そのすべての

プロセスにおいて法治原則を貫徹し、「法による行政」を厳格に実行しなければなら

ない。そのため、今回の改正に当たっては、「法による行政を深く推進する」という

内容を法執行弁法の立法趣旨（第一条）に明記した。 

（二）法執行手順を改善し、法執行行為を規範化する 

「法治政府構築強化についての国務院の意見」は、「法制機構の構築を一層強化し、

法制機構の標準と定員が職責と任務に適うようにしなければならない」と指摘した。

「決定」は、「行政法執行人員の職業技能証書取得と資格管理制度を厳格に実行する」

こと、「行政法執行責任制を全面的に実行する」こと、「行政法執行情報化建設と情報

共有化を強化する」ことを一層強調した。そのため、今回の改正では、「行政法執行

チームの構築を強化し、行政法執行官の資格管理を厳格にし、行政法執行責任制を実

行する」こと（第四条）や、「専利業務管理部門は、行政法執行の情報化建設と情報

共有化を強化しなければならない」こと（第九条）を明確に強調すると共に、行政決

定の適時公開や法執行情報の適時公表についても明確に規定した（第四十六条）。 

（三）行政法執行の利点を発揮し、インターネット発展による新たなニーズに応える 

専利行政法執行は、「手順が簡単、処理が迅速」という特徴を持つ。その利点を一

層発揮し、専利権保護を強化するために、今回の改正では、専利権侵害紛争の処理に

係る所要期間を一層短縮し、明確にした（第十四条、第二十一条、第二十三条、第二

十四条、第二十八条）。 

インターネットなど新規技術の急速な発展に伴い、電子商取引など新興分野におけ

る専利保護問題が徐々に際立ち、関連する行政法執行手段も変化、革新をしていかな

ければならない。浙江省などでの実践は、電子商取引プラットフォーム、ネット出店

事業者と権利者が専利行政法執行の更なる改善、電子商取引分野における専利権侵害

紛争の解決を強く期待していることを伺わせた。そのため、今回の改正では、「専利

業務管理部門は、電子商取引分野における行政法執行を強化し、電子商取引プラット

フォームにおける専利権侵害紛争を速やかに調停・処理し、専利詐称行為を適時に摘

発しなければならない」（第八条）、「権利侵害と専利詐称行為を適時に差し止めるた

めに、専利業務管理部門は、権利侵害の疑いがある又は専利商品を詐称する関連ウェ

ブサイトを削除又は遮断するよう、電子商取引プラットフォームに通知することがで

きる」（第四十三条、第四十五条）と規定した。 

その他の条項の順序や関連表現も上記改正に応じて調整した。 


